
Ⅱ 豊 か な 心 の 育 成

(1) 不登校対策

(2) 心のアンケート等からいじめ認知、解消までの主な流れ

(3) 「子どもの居場所づくり推進テーブル」の４つの視点

①「子ども」と「子ども」のつながり キーワード「人間関係」
②「先生」と「子ども」のつながり キーワード「信頼関係」
③「先生」と「先生」のつながり キーワード「一致団結」
④「学校」と「家庭、地域・関係機関」のつながり キーワード「連携・協働」



(4) 個別指導記録の作成と活用

不登校児童生徒の個別指導記録については、「児童生徒理解・教育支援シート」（【不

登校に関する調査研究協力者会議】）や「不登校・気になる児童生徒報告書」（【定例

報告の別紙様式６】）等を参考に学校化を図り作成し、記録を行い、個々の不登校児

童生徒に応じた支援計画を策定し、組織的・計画的に支援を実施することが有効です。

これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるものであり、小

・中・高等学校間、転校先等での引継ぎが有効になります。また、支援の進捗状況や

校務効率化の観点から定期的にシートの内容を見直すことが必要です。

共通シートの他、学年

別シートやケース会議・

検討会等記録シートがあり

ます。

各学校においてシートの

記載項目等をカスタマイズ

するなど、実態に合わせた

形で実践的に使用していく

ことが望まれます。

チェック項目の状況

を対応チームで共有

し、チームによる対応

が重要です。



(5) いじめの防止等のための基本的な方針

平成２９年３月「いじめ防止等のための基本的な方針」（「国の基本方針」）の改訂

とともに、新たに「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（「重大事態ガイ

ドライン」）が策定されました。改訂の内容の一部を紹介します。

【いじめの定義】

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又

は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であ

って、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

●「一定の人的関係」とは 、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生

徒や 、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）

など、 当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

●「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられり、隠されたり、嫌な

ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ合いであって

も、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、

児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否をを判断するものとする。

●具体的ないじめの態様は 、以下のようなもがある 。

◇ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

◇ 仲間はずれ、集団による無視をされる

◇ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

◇ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

◇ 金品をたかられる

◇ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

◇ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

◇ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

【学校いじめ防止基本方針の策定】

●学校いじめ防止基本方針の意義では、教職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のい

じめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応になる。保

護者、児童生徒に等に対して、学校の対応を予め示すということで、学校生活を送る

上での安心感を与えると共に、いじめの加害行為の抑制につながる。

●学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け

る。いじめ防止のための取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに

係る取組、早期発見・事案対処のマニュアル実行、定期的・必要に応じたアンケート、

個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等）に係る達成目標を設定し、学校評

価において目標の達成状況を評価する。

●いじめに対する措置では、いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはでき

ない。

いじめが「解消している状態」とは、

① いじめに係る行為が止んでいること → 少なくとも３か月を目安

② 心身の苦痛を感じていないこと → 本人、保護者に面談等で確認すること



(6) ＳＣ・ＳＳＷの効果的な活用について

【スクールカウンセラー】 【スクールソーシャルワーカー】

【ＳＣとＳＳＷの略図（役割分担）】

スクールカウ

ンセラーとスク

ールソーシャル

ワーカーの役割

については、重

複する部分も多

くあるが、連携

して活動するこ

とにより一層の

効果を上げるこ

とが期待できる。


